
広島市告示第１５０号  

令和８年４月１日  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き、家畜人工授精料、家畜繁殖障害除去診療手数料、家畜無血去勢手数料、家

畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務を次のとおり委託したので、同条

第２項の規定により告示します。 

 

広島市長 松 井  一 實 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称、代表者の氏名及び住所又は事業所の所在地 

 ⑴ 名称 

   公益財団法人広島市農林水産振興センター 

 ⑵ 代表者の氏名 

   理事長  

 ⑶ 事業所の所在地 

広島市安佐北区深川八丁目３０番１２号 

 

２ 指定公金事務取扱者の指定をした日 

令和８年１月１５日     

 

３ 公金事務を委託した期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 


